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事 業 名 医 療 機 関 の 立 入 検 査 担当課名 総 務 企 画 課 

≪事業目的及び内容≫ 

医療法第２５条第１項規定により、管内

の医療機関に対して立入検査を行う。 

この目的は、医療機関が医療法その他の

法令に規定された人員及び構造設備を  

有し、かつ適正な管理を行っているか否か

を検査することにより、病院等を科学的 

かつ適正な医療を提供する場にふさわしい

ものとすることである。 

「千葉県医療機関立入検査実施要綱」 

に立入方法及び立入検査項目を定め、必要

な指導をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

１ 病院の立入検査 

 市川市及び浦安市内に１８の病院があるが、「千葉県医療機関立入検査実施要綱」に基づき毎年度１回立入検査

を実施している。 

センター長ほか１０名程度の医療監視員(医務、薬務、看護、検査、放射線､食品衛生等の各担当者)で検査班を

構成し、病院の管理運営に係わる法的基準事項等の遵守状況について検査する。なお、新型コロナウイルス感染症

の流行に鑑み、今年度は書類による実施方法に変更している。 

 

２ 診療所等の立入検査 

（１）定期的な立入検査 

一般診療所のうち有床診療所は、市川市及び浦安市内に１５施設（１施設は休止中）ある。有床診療所について

は５年に１回程度、計画的に立入検査を行っている。なお、市川市及び浦安市内に入所施設を有する助産所は存在

しないため、助産所の立入は行っていない。また、新型コロナウイルス感染症の流行に鑑み、今年度の立入検査を

一時中止している。 

（２）不定期な立入検査 

新規開設等診療所又は医療法令違反疑い診療所については、必要に応じて適宜立入検査を実施することとし、

施設の適合性等について確認し指導することとしている。 
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事 業 名 薬 務 監 視 事 業 担当課名 総 務 企 画 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ 薬事監視 

    薬局、医薬品販売業者、医療機器販売業

者等に対して、立入検査を実施し、管理者

による医薬品等の適正な管理、販売手続

の状況等を重点に監視指導する。 

 

 

 

２ 毒物劇物監視 

毒物劇物営業者に対して、立入検査を

実施し、保管管理、譲渡手続きの適正化を

図る。  

≪進捗状況≫ 

１ 薬事監視 

医薬品等一斉監視指導期間（令和４年７月から１２月）を中心に、通年的な監視指導を実施している。 

  令和４年４月から同年１０月までの立入検査延数は７０件であり、このうち違反件数は延べ１４件であった。 

  違反内容 １３施設 延べ１４件 

管理者の義務            ９件 

販売体制等の不備          ３件 

開設者の義務            ２件 

 

２ 毒物劇物監視 

   通年的な監視指導を実施している。 

  令和４年４月から同年１０月までの立入検査延数は６件であり、このうち違反件数は５件であった。 

違反内容 ３施設 延べ５件 

      譲渡交付手続き           ２件 

      貯蔵陳列表示            １件 

      貯蔵陳列場所            １件 

      取扱責任者             １件 
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事 業 名 保 健 師 関 係 指 導 事 業 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ 家庭訪問及び保健指導 
（１）家庭訪問 
   対象者は感染症患者（結核含む）

難病患者、長期療養児等のハイリ

スク児など多岐にわたっている。 
療養生活の相談・精神面への 

支援・育児相談・発達発育への  

支援・不安の解消を行っている。 
（２）保健指導 
   面接相談、電話相談などにより 

保健指導を実施している。 
 
 
 
２ 管内保健師業務連絡研究会 

管内の保健師等の資質向上を  

図り、県民・市民へ質の高い保健サー

ビスを提供することを目的に研究会

を実施している。 
 

≪進捗状況≫ 

１ 家庭訪問・保健指導の対象別実施状況                     単位：件数（延べ） 

区 
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感

染
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障
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長

期

療

養
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生

活
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慣
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母

子
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疾
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そ
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家庭 
訪問 0 55 4 10 1 0 0 0 0 70 

保健 
指導 17,172 725 31 112 121 0 2 20 321 18,504 

                       ※地域保健課及び疾病対策課保健師の実績 
 
２ 管内保健師業務連絡研究会実施状況  

第１回  期日：令和４年６月３日 参加人数：３６人 
内容：１ 講演 「被災地域での住民への保健医療支援の流れと保健師の役割について」 

   講師 一般財団法人日本公衆衛生協会健康危機管理支援部人材育成課 
      健康危機管理教育専門職 髙岡 誠子 氏 
２ 講演 「災害時保健活動応援派遣要請について」 

講師 市川保健所 久保木 知子 次長 
          

第 2 回  期日：令和４年１２月１９日予定 参加人数：４０人(予定) 
       内容：１ 講演 「災害対応について（令和元年台風１９号）」（仮）（約１時間） ZOOM 
            講師 南房総市 保健福祉部健康推進課 保健予防係 水島 二美 主任保健師 

                    高齢者福祉課 高齢者福祉係 山口 由紀子 保健師長兼係長 
  演習「新型コロナウイルス感染症禍における風水害を想定した事例を用いた演習」（仮） 

           助言： 一般財団法人 日本公衆衛生協会 健康危機管理支援部人材育成課 
健康危機管理教育専門職 髙岡 誠子 氏 
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事 業 名 母 子 保 健 事 業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 長期療養児支援 

小児慢性特定疾病児童や保護者、

その他関係者からの相談に応じ、 

情報提供及び助言を行う。また、関係

機関との連絡調整や支援のための事

業の推進を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 医療給付 
（１）結核児童療育の給付 
   
 
 
（２）小児慢性特定疾病医療支援制度 

    長期療養の必要な１６疾患群 
７８８疾病について患者家族の医
療費の負担軽減に資するために、
医療費を助成する。 

 

≪進捗状況≫ 
１ 長期療養児支援 

来所の新規申請者には全数面接を行う。 
・窓口相談事業  

          

相 談 者 延 数  108 

 

内 容  重複あり  

申 請 等 94 

医 療 69 

家 庭 看 護 25 

福 祉 制 度 3 

就 労 5 

就 学 11 

食 事 ・ 栄 養 3 

歯 科 0 

そ の 他 0 

 

 

２ 医療給付の状況 
（１）結核児童療育の給付 
   結核にかかっている１８歳未満の児童で、医師が入院（指定医療機関）を必要と認めたものについて行う。 
    申請件数０件 
 
（２）小児慢性特定疾病医療支援制度     

受給者数：４９８人（新規：５７人、消滅：５人） 
      対象疾患群：悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、        

先天性代謝異常、血液疾患群、免疫疾患、神経・筋疾患群、慢性消化器疾患群、染色体又は

遺伝子に変化を伴う疾患群、皮膚疾患群、骨系統疾患、脈管系疾患 
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事 業 名 母 子 保 健 事 業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（３）特定不妊治療費助成事業 

特定不妊治療（体外受精及び 

顕微授精）を受ける夫婦に対して

治療費の一部を助成することに 

より、経済的負担の軽減を図ると

共に､不妊に関する相談を充実さ

せることにより、不妊に関する 

総合的支援体制の推進を図る。 

 
 
３ 思春期保健事業 

管 内 の 思 春 期 の 健 康 課 題    

（精神保健・心の健康づくり）を解決

するため、関係者の意識・資質の向上

を図るとともに、生徒等思春期世代に

対する知識の普及を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
４ 母子保健従事者研修会 

管内の母子保健関係者等の資質 

向上を図り、母子保健事業の円滑な

推進を図るため毎年２回開催する。 

≪進捗状況≫ 
（３）特定不妊治療費助成事業 

    申請受理件数 １，８２４件 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 思春期保健事業 

期日：令和４年８月２４日～８月３１日 

方法：YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」における限定配信 

   内容：講演「新型コロナウイルス感染症と子どものこころ ～子どもたちの心の声に気づくために～」 

   講師：国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科 

子どものこころ総合診療センター  

子どものこころ医療研修室室長 水本 有紀 氏 

対象：市川健康福祉センター管内教育委員会、学校関係者、地域保健関係者、 

児童福祉関係者（学童職員含む）、精神保健福祉関係機関関係者  

 申込人数：４８人 

 視聴回数：８８回 

 

 

４ 母子保健従事者研修会 

期日：令和５年１月１０日から令和５年１月３１日（予定）（がん検診推進員育成講習会と同時開催）（再掲） 
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事 業 名 母 子 保 健 事 業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
５ 母子保健推進協議会 
   広域的な母子保健、医療、福祉施策

を推進するため、市川健康福祉  

センターにおいて母子保健推進協議

会を開催する。 

 

６ 母子保健連絡会 

管内の周産期医療機関と行政保健

師の連携強化のため講演、情報交換

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 要保護児童対策地域協議会 
管内市で開催される関係各機関の

児童福祉担当者を中心とした実務者

会議や代表者を中心とした代表者会

議に出席する。 
 

 

 

 

≪進捗状況≫ 
５ 市川健康福祉センター母子保健推進協議会 

期日：令和５年２月（予定） 

 
 
 
 
６ 母子保健担当者連絡会 

   期日：令和４年１２月１９日（予定） 
内容：・令和３年度管内の母子保健事業実績について 

・令和４年度管内の母子保健事業計画について 
・管内の母子保健関係の情報交換 
※新型コロナウイルス感染症による事業への影響等内容を含む 

・令和４年度母子保健推進協議会について 
出席者：管内市保健師及び当センター保健師 

 

 

 

 

 

７ 市川市要保護児童対策地域協議会 実務者会議 １回／月 
期日：令和４年４月２８日、５月２６日、６月２９日、９月２２日、１０月２７日出席 

   （上記以外の開催日：７月２８日、８月２５日） 

  浦安市要保護児童対策地域協議会 実務者会議 １回／月 
   期日：令和４年５月１０日、６月１４日出席（開催４月１２日、、７月１２日、８月９日、９月１３日、１０

月１１日） 

  浦安市要保護児童対策地域協議会 代表者会議 

   期日：令和４年７月７日出席、１１月２１日（出席予定） 
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事 業 名 成 人 ・ 老 人 保 健 事 業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ がん検診推進員育成講習会 

  管内の母子保健推進員、食生活改善

推進員等をがん検診推進員として 

育成し、がん検診未受診者に検診の 

声かけ運動等を実施することにより

受診率の向上を図る。 

（県内ブロックごとに開催。同じブロッ

クの習志野健康福祉センターと当セ

ンターで１年ごと交互に開催してい

る。今年度は、習志野健康福祉センタ

ーが実施予定。） 

 

 

２ 一人ひとりに応じた健康支援事業 

身体的、精神的な悩みを有する    

思春期以降の全年齢層にわたる   

女性・男性を対象として健康相談を行

う。 
 

 

 

３ 自殺対策事業 

（地域自殺対策交付金事業） 

自殺対策強化として相談支援を 

通した人材育成、普及啓発を行い、 

関係機関と連携して自殺対策を推進

する。 

 

 

 ≪進捗状況≫  

１ がん検診推進員育成講習会 

期日：令和５年１月１０日から令和５年１月３１日（予定） 

方法：YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」における限定配信 

内容：講演 「子宮頸がんについて(仮)」 

講師 ちば県民予防財団 総合健診センター 顧問  河西 十九三 氏 

 対象：市川・習志野保健所管内の健康づくり推進員、保健推進員、母子保健推進員 等 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一人ひとりに応じた健康支援事業 

保健師による電話健康相談  ２８件 
 

 

 

 

 

３ 自殺対策事業 

・普及啓発事業  

（１）自殺予防週間（９月）における普及啓発 

（２）心の健康に関するポスターおよび冊子の展示  
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事 業 名 成 人 ・ 老 人 保 健 事 業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

５ 地域・職域連携推進事業 

地域・職域連携推進協議会を設置

し、地域保健と職域保健が連携して、

生活習慣病の予防と健康寿命の延伸

を図るための体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

５ 地域・職域連携推進事業 

（１）共同事業（予定） 
ア 健康的な職場づくりアドバイザー事業  
イ 健康づくりのための地域資源の情報共有  
ウ 生活習慣病対策のための研修会の企画  

    
 
（２）協議会及び作業部会の開催 
  ア 作業部会 
   第１回 期日：調整中     
       内容：令和４年度及び令和５年度事業について 

イ 協議会の開催  
期日：調整中 
内容：令和４年度及び令和５年度事業について  
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事 業 名 成 人 ・ 老 人 保 健 事 業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

６ 健康増進事業（受動喫煙対策） 

  改正健康増進法に基づき、受動喫煙

対策に関する法規制内容等の周知啓

発を進めるほか、義務違反については

県民等からの情報提供等により、施設

の管理権限者に対して適切な助言・指

導等を行う。 

 

 ＊改正健康増進法：健康増進法の一部

を改正する法律（平成 30 年法律第 78

号） 

令和２年４月１日より全面施行 

 

 

≪進捗状況≫ 

６ 健康増進事業（受動喫煙対策） 

（１）「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」における取組 

   ・禁煙週間用ポスターの掲示 

   ・啓発媒体（ポケットティッシュ）等の窓口配付 

 

（２）改正健康増進法に基づく受動喫煙対策の周知 

  ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施予定なし 

  

（３）苦情・相談対応 

   ・第一種施設に関する苦情・相談     ０件 

   ・第二種施設に関する苦情・相談     ５件 

   ・喫煙目的施設に関する苦情・相談    ０件 

   ・規制対象以外の場所に関する苦情・相談 ３件 

   ・旅客運送事業者に関する苦情・相談   ０件 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 食からはじまる健康づくり事業 
（１）地域における健康づくり推進事業  

地域における優先的な健康・ 

栄養課題について、主に４０代か

ら６０代の地域住民の食生活 改

善のために、対象となる飲食店や

関係機関等とのネットワークを活

用し、発症予防の効果的な 取組

につながる事業を実施する。 
 
（２）健康ちば協力店推進事業      

食環境へのアプローチとして 

野菜が豊富に含まれるメニュー

（１食１２０ｇ以上）や食塩に配

慮 し た メ ニ ュ ー の 提 供    

（１食３．０ｇ未満）、店内終日全

面禁煙のうち、２つ以上の取組を

行う飲食店等を「健康ちば協力店」

として登録を行い、地域住民の積

極的な栄養管理及び健康づくりの

支援を図る。 
 

 

≪進捗状況≫ 

１ 食からはじまる健康づくり事業 

（１）地域における健康づくり推進事業 

ア 地域における優先的な健康・栄養課題解決に向けた取組 

主に４０代から６０代の地域住民を対象とした、地域における優先的な健康・栄養課題の解決に向けて、 

管内の健康づくり・栄養改善に取組む関係機関等と課題の共有を行い、生活習慣病予防の効果的な取組を 

検討する。 

期日：未定 

対象：管内の健康づくり・栄養改善に取組む関係機関の担当者（予定） 

 

   

（２）健康ちば協力店推進事業 
ア 登録店舗数の増進 

１０月末現在登録件数 ６件（登録延件数６件） 
※令和２年度に登録要件の改正を行ったため、旧要件で登録のあった８２件（令和２年９月末時点）は 
廃止となった。 

イ 登録後の支援 
登録変更０件 掲示物の再交付０件 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（３）食生活改善についての啓発普及 

「食事バランスガイド」や「食品

表示基準」及び「千葉県食育推進計

画」など栄養情報の提供を推進し、

食生活改善のめやすとして、地域

住民に広く浸透を図るよう普及啓

発を行う。 

 

 

２ 栄養改善事業 

（１）病態栄養指導の推進 

難病や食生活の習慣等に起因 

する諸疾患の病態に応じた栄養 

相談・指導事業を推進する。 

 

≪進捗状況≫ 
（３）食生活改善についての啓発普及 

ア 講習会等でリーフレットの配布 
  市川市食生活改善推進員を対象に、「千葉県食育推進計画」の説明及び千葉県「グー・パー食生活」 
 について普及啓発を実施予定。（１２月２日予定） 
 
イ ポスター掲示 

 
 
 

２ 栄養改善事業 

（１）病態栄養指導の推進 

  ア 電話や来所面接による食生活・病態栄養相談：０件 

  イ 講話及び相談事業の実施 

期日：未定 

内容：食物アレルギーについて（予定） 

講師：調整中 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（２）給食施設指導 

管内には２８４施設の給食施設

があり、働く人への食事を提供す

る事業所をはじめ、今後の食習慣

形成に係る児童福祉施設や学校、

給食が療養生活のＱＯＬに大きな

影響を及ぼす病院や介護老人保健

施設、生活の場としての社会福祉

施設等において、施設の特性に応

じた多種多様な内容の給食が提供

されている。給食管理者・従事者の

資質向上を図り施設特性に応じた

栄養管理となるよう助言指導を行

う。 

 

≪進捗状況≫ 
（２）給食施設指導 

  ア 個別指導 

（ア）巡回指導  

 

学

校 

病

院 

介
護
老
人

保
健
施
設 

老
人
福
祉

施

設 

児
童
福
祉

施

設 

社
会
福
祉

施

設 

事

業

所 

寄

宿

舎 

そ

の

他 
計 

指導件数 １６ ０ ０ ２ ９ ０ ６ ０ １ ３４ 

（イ）特定及び給食施設届出状況 開始届８件 変更届８９件 廃止届１件 

（ウ）給食の運営・栄養管理等の電話や来所による指導 ２件 

（エ）特定及び給食施設開始届・変更届・廃止届に伴う指導 ４７件 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（４） 担当課名 地 域 保 健 課 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 
イ 集団指導 

（ア）給食施設従事者研修会 

期日：令和４年６月２８日（火）～７月１２日（火） （オンデマンド配信） 

内容：・講演「給食施設における衛生管理」 

講師 習志野健康福祉センター食品機動監視課 食品衛生監視員 

・講話「令和３年度 栄養管理の状況報告書の結果について」 

講師 市川健康福祉センター地域保健課 栄養指導員 

     対象：管内給食施設従事者 

参加人数：１２１施設 （動画再生回数 ３５３回） 

（イ）保育所給食施設等栄養管理担当者研修会 

期日：未定 

内容：・講演「保育所・こども園における栄養管理の基本について」（仮） 

   講師 調整中  
     対象：保育所給食施設等に勤務し、栄養管理の経験が概ね５年未満の管理栄養士又は栄養士（予定） 

     

 

ウ 施設状況報告 

（ア）給食運営現況調査  令和４年５月実施 ２７９施設 

調査様式記載に伴う指導 ６８件 

（イ）栄養管理状況調査  令和４年１１月実施（予定） 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（５） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（３）保健機能食品及び健康食品等に 

関する指導 

地域住民が自らの健康を考えた

食品や外食料理を選択できるよう

食品関連事業者等に対して食品表

示法や健康増進法に基づき、食品

表示のうち保健事項の適正化、保

健機能食品の指導及び誇大表示の

禁止等について周知及び助言指導

する。 

 
（４）栄養士・調理師の育成指導 

地域住民の健康づくりに係わる

関係団体（調理師会・栄養士会）の

会員の資質向上が図れるよう支援

を行う。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪進捗状況≫ 
（３）保健機能食品及び健康食品等に関する指導 

ア 相談・指導 

（ア）健康増進法第３１条第１項の規定に関する相談：０件 

（イ）食品表示法による保健事項（栄養成分表示）に関する相談：４件 

（ウ）食品表示法による保健事項（栄養成分表示以外）に関する相談：０件 

（エ）食品表示法第８条第１項の規定による立入検査：０件 

 

 

 

 

 

（４）栄養士・調理師の育成指導 

ア 調理師免許事務関係 

・免許 新規交付：２７件  書換交付：１０件  再交付：１３件 

・調理師試験（試験日：令和４年１０月２９日） 願書提出者：１０４人 

イ 市川保健所管内調理師会への支援 

・「調理師におる県民の食生活の向上に関する条例」に基づく講習会  

令和４年１１月１７日※習志野・船橋支部との合同開催 

・理事会１回出席 

ウ 市川保健所管内栄養士会の運営支援 

・研修会 

第 1回 令和４年５月１７日 講演「食育活動について 栄養士の役割」 

第２回 令和４年７月８日 講話・デモンストレーション「厨房機器のデモンストレーション」 

第３回 令和４年９月１５日～９月３０日（YouTube 配信） 講演「時間栄養学」 

第４回 令和４年１１月１５日（予定）  

講演「今さら人に聞けない管理栄養士のための情報発信 SNS 入門講座」 

・役員会：４回出席 
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事 業 名 栄 養 改 善 事 業（６） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（５）国民健康・栄養調査   

国民の健康の増進の総合的な推

進を図るための基礎資料を得るこ

とを目的として実施する。 
 
（６）県民健康・栄養調査 
   県民の健康づくり・栄養施策を 

検討するための基礎資料を得るこ

とを目的として実施する。 
 
 
３ 市町村支援 

管内両市の求めに応じ実施する 

事業に対して支援を行う。 

≪進捗状況≫ 
（５）国民健康・栄養調査 

令和４年１１月実施（予定） 

調査地区 市川市原木地区  調査対象２０世帯 

     調査地区 浦安市明海地区  調査対象２１世帯 
 
（６）県民健康・栄養調査 

   令和４年１１月実施（予定） 

     調査地区 市川市原木地区  調査対象１９世帯 

     調査地区 浦安市明海地区  調査対象２３世帯 
 
 
３ 市町村支援 

各種会議等への出席 

（１）市川市食育推進関係機関連絡会 

   令和４年７月１４日（木）※新型コロナウイルス感染症対応のため欠席 

   令和４年１１月１７日（木）※新型コロナウイルス感染症対応のため欠席 

（２）市川市食生活改善推進員研修会 

令和４年１２月２日（金）（出席：担当者）（予定） 

（３） 浦安市学校給食センター運営委員会（年３回開催） 

令和４年７月２８日（木）※新型コロナウイルス感染症対応のため欠席 

令和４年１１月１４日（月）（出席：担当者）（予定） 
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事 業 名 歯 科 保 健 事 業 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 歯科保健事業 

   口腔の健康を保つことは、充実した

食生活や楽しい会話など生活の質の

向上を図るうえで大切であり、全身の

健康に影響を与えることから、歯科 

保健サービスの充実を図る。 

 

 

≪進捗状況≫ 
１ 歯科保健事業 

市川市むし歯予防大会の共催 令和４年６月１日（水） 

・健歯児童・生徒、歯科衛生作品（図画・ポスター・作文）の表彰（１３０件交付） 

・表彰事業 
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事 業 名 精 神 保 健 福 祉 事 業 （１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

 

１ 精神保健福祉相談及び訪問 

精神疾患や心の健康、精神障害者の

社会参加や生活上の問題などに関する

相談に応じるとともに、必要に応じて

訪問を実施している。 

定例、定例外ともに医療機関への 

受診に関する内容が最も多く、受診 

勧奨、受療援助といった通報等対応と

はまた別の危機介入的相談及び訪問の 

比重が大きい。 

（１）定例相談・訪問（予約制） 

嘱託精神科医師を中心に、主に 

精神疾患やその治療、こころの健康

などに関しての相談に対応。継続 

相談事例に対して、必要な場合は 

医師の同行訪問も実施している。 

○定例相談・訪問 

・第１(月)・第２(月）・第４(金） 

１３：３０～１５：３０ 

於：当センター 

・第１(金) １３：３０～１５：３０ 

於：浦安市健康センター 

 

（２） 定例外相談・訪問（随時） 

精神保健福祉相談員（精神保健福

祉士）・保健師が随時、電話や来所に

よる相談に応じるとともに、訪問を

実施。 

≪進捗状況≫ 

 

１ 精神保健福祉相談及び訪問の延件数 

     

 

 

 

 

区分・月別  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 計 

相   談 

定 例 ９ ６ ９ ６ ４ ６ ９ ４９ 

定例外 ２０ １９ １５ １１ ８ １１ １３ ９７ 

電 話 

(含ﾒｰﾙ） 
３１２ ２８９ ４１３ ４６２ ５２１ ４４８ ２７６ ２，７２１ 

訪 問 指 導 

（含定例） 
 ５２ ４５ ４３ ３９ ３９ ４５ ３６ ２９９ 

計  ３９３ ３５９ ４８０ ５１８ ５７２ ５１０ ３３４ ３，１６６ 

単位：件 
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事 業 名 精 神 保 健 福 祉 事 業 （２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

 

２ 精神保健福祉法に基づく申請・  

通報・届出に関する法施行業務 

 

申請･通報・届出等に基づき、事前 

調査の上、必要に応じ措置診察を実施

し、診察結果により移送、入院措置等

の県知事権限による法施行業務を実施

している。 

  平成２７年度から、閉庁時の対応は、

健康福祉部障害者福祉推進課精神通報

対応班が行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

 

２ 精神保健福祉法に基づく申請･通報･届出等への対応状況  

種  別 

申 請 
通 報 
届 出 
 

※１ 

法第２７条診察実施  
 
診
察
不
要 

結
果
未
定 

診 察 
件 数 
   
※2 

診 察 結 果 

要措置 
 

※3 

不要措置 ※4 
他の 
入院 

入院 
以外 

計 

法２２条 

（一般人） 
0 0 0 0 0 0 0 0 

法第２３条 
（警察官） 27 26(6) 22(5) 0(1) 4(0) 4(1) 0 0 

法第２４条 
（検察官） 11(1) 11 10 0 1 1 0 0 

法第２６条 
（矯正施設の長） 8 0 0 0 0 0 8 0 

計 46(1) 37(6) 32(5) 0(1) 5(0) 5(1) 8 0 

 ※1：（ ）の数は前年度結果未定数の再掲 ※2：（ ）の数は緊急措置診察件数の再掲  

 ※3：（ ）の数は緊急措置入院件数の再掲 ※4：（ ）の数は緊急措置診察で緊急措置入院不要の件数  

 

月別申請･通報･届出等件数 

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 計 

件数 7 3 10 9 8 6 2 45 
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事 業 名 精 神 保 健 福 祉 事 業 （３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

３ 精神障害者地域家族会への支援 

精神障害者の家族が集まり、各々の

体験や知識・情報を分かち合い、語り

合うことを通じて、家族自身のリカバ

リーやエンパワーメントを目指す自主

的グループ活動に、運営相談、勉強会

（講演等）の開催等についての支援を

行っている。 

○ 市川地域家族会『松の木会』 

毎月 １回 

会場：市川市勤労福祉センター分館 

○ 浦安地域家族会『いちょうの会』 

毎月 １回 

会場：東野パティオ 

≪進捗状況≫ 

３ 精神障害者地域家族会への支援 

家族会への参加 

（１）令和４年度松の木会総会  

期日：令和４年５月１３日 

（２）令和４年度いちょうの会定例会（総会）  

期日：令和４年５月２１日  
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事 業 名 精 神 保 健 福 祉 事 業 （４） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

４ 精神保健福祉関係機関・団体連絡 

調整 

 

（１）関係機関との連絡会議の開催及び

参加 

ア 精神障害にも対応した地域包括 

ケアシステム構築推進事業 

   委託先が開催する実務者会議へ

の参加及び関係機関･団体の長を 

中心とした代表者会議を委託先と

協力して開催する。 

 

 

イ 心神喪失者等医療観察法に    

関する会議 

心神喪失者等医療観察法の対象

と な る 精 神 障 害 者 に 対 し 、         

医療機関・地域が一体的なケアを

提供するため、保護観察所主催の

処遇検討会議に参加し、地域にお

いては訪問指導等の支援を実施。 

 

ウ 事例検討及びサービス調整会議 

他機関主催研修会等への協力・ 

支援 

 

 

≪進捗状況≫ 

４ 関係機関・団体との連絡調整 

 

 

（１）関係機関・団体との連絡会議の開催状況及び参加状況 

 

ア 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業   

・実務者会議 令和４年６月９日、同年９月２日、令和５年３月（予定） 

・研修会   令和４年７月８日 

・代表者会議 令和５年２月１日（予定） 

 

 

 

 

イ 心神喪失者等医療観察法関係会議 

会議種別 ＣＰＡ会議 ケア会議 

開催回数   ３   ４ 

※CPA 会議：Care Program Approach 会議の略 

 

 

 

ウ 事例検討及びサービス調整会議 

主催 保健所 事業所等 

回数 ０ １５ 
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事 業 名 精 神 保 健 福 祉 事 業 （５） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
５ 普及啓発事業 

精神疾患や心の健康に関する理解を

深め、精神障害及び精神障害者に対す

る偏見の解消を目指し、住民に精神 

保健福祉に 関する正しい知識の普及･

啓発を図る。 

（１）市広報の利用、リーフレット等 

  配付 

 

≪進捗状況≫ 

５ 普及啓発事業 

 

（１）市広報の利用、リーフレット等の配布 

市川市及び浦安市の広報に精神保健福祉相談等の実施について掲載依頼するほか、会議開催時等にリーフ 

レット等を配布している。 
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事 業 名 難 病 対 策 事 業 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
 難病患者・家族の医療や療養に関する不安の
軽減と適切な医療を確保するとともに保健医療
福祉の支援体制を整備することを目的に事業を
展開する。 
１ 指定難病医療費の助成 

２ 難病相談事業 
（１）個別相談(神経難病) 

専門職（看護師・ケアマネージャー）によ 
る医療相談 

（２）患者・家族の集い 
     同じ病気で療養中の患者や家族の医療や

療養上の不安を軽減するため、患者会や 
専門職を含めた交流の場を設ける。 

（３）訪問相談員の派遣 
     保健所長が委嘱した在宅の看護職が、 

難病患者宅を訪問し、療養生活上の悩みや
不安の軽減を図る。 

（４）在宅療養支援計画策定・評価事業 
要支援難病患者に対し、医療・福祉関係者

の協力を得て効果的な支援を行うための 
支援計画策定評価を行う。 

（５）訪問指導（診療）事業 
 
（６）訪問相談員育成事業 
   訪問相談員の確保と資質向上を図る。 
 
３ 千葉県地域難病相談支援センターへの協力 

≪進捗状況≫ 

１ 指定難病医療費等医療費受給者数 
（１）難病法による難病医療費受給者数       ４，６０４人                

（２）特定疾患治療研究事業による研究費受給者数      ３人 
 
２ 難病相談事業の実施状況 
（１）個別相談  実施なし 
 
 

（２）患者・家族の集い 実績なし 

 

 

（３）訪問相談員派遣事業 
      ・訪問相談員 ：１人 

・訪問相談対象者数：なし 
 

（４）在宅療養支援計画策定・評価委員会  実績なし        

    
 
（５）訪問指導事業  
   ・医療依存度の高い神経難病患者を中心に家庭訪問指導を実施  実人数９人（延人数１０人）  

（６）訪問相談員育成事業 
   ・未定                     
 
３ 千葉県難病相談支援センター運営会議への出席 令和４年５月２７日 オンライン開催 

東葛南部地域難病相談・支援センター運営委員会への出席 令和４年７月５日（火）オンライン開催  
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事 業 名 肝炎治療特別促進事業（医療費助成） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
 
１ 肝炎治療特別促進事業（医療費助成） 
（１）千葉県肝炎インターフェロン治療受給者

証交付申請受付事務 
 

インターフェロン治療及び核酸アナログ
製剤治療にかかる医療費を助成することに  
より、将来の肝硬変・肝がんの予防及び肝炎
の感染防止を図る。 

 
 
 

≪進捗状況≫                 
実人数     延人数   

 申請者数  
・ インターフェロン治療（新規）       ０人     ０人 
・ インターフェロン３剤併用         ０人     ０人 
・ 副作用等延長               ０人     ０人 
・ 核酸アナログ製剤治療（新規）      ２３人    ３２人 
・ 核酸アナログ製剤治療（継続）     １３６人   １３６人 
・ インターフェロンフリー治療（新規）   ２０人    ２０人 
・ インターフェロンフリー治療（再治療）   ２人     ２人 
・ 転入                   １人     １人 

（核酸アナログ製剤１人） 
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事 業 名 母子・父子・寡婦福祉事業 担当課名 地 域 福 祉 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 児童手当事務指導監査 

管内市における児童手当制度の適

正な運営と手当支給事務の円滑な実

施を図るため行う。 
 
２ 母子父子寡婦福祉 
  母子家庭及び父子家庭並びに寡婦

の福祉増進と自立支援のため､次の 

事業を実施する。 
 
（１）母子父子自立支援員による就労

支援等各種相談 
 
（２）母子父子寡婦福祉資金の貸付・ 

償還指導 
（平成２６年１０月１日から父子

家庭も貸付対象） 

≪進捗状況≫ 
１ 実施予定日（２年に１回実施） 
  令和６年２月頃実施予定 
 
 
 
２ 母子父子寡婦福祉 
 
 
 
 
（１）各種相談、貸付及び償還指導件数  ３０１件 

（相談、指導内容：生活一般 、経済的支援） 
 
（２）母子父子寡婦福祉資金      
   母子福祉資金新規・継続貸付状況  ２件    １，３８０，０００円 
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事 業 名 障害児・障害者福祉事業 担当課名 地 域 福 祉 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 特別児童扶養手当の認定 

・家庭で介護されている身体・  

知的・精神障害のある児童（20 歳

未満）を監護、養育している父母ま

たは養育者に対し手当を支給する

ための 認定を行う。 
・支給要件 
政令に定める障害等級に該当す

る程度の障害のある児童 
  ・手当額 １級 ５２，４００円 

２級  ３４，９００円 
・支給時期 年３回 

（４・８・１１月） 
 
２ 障害者条例活動 

「障害のある人もない人も共に暮

らしやすい千葉県づくり条例」に基

づき、障害者差別等に関する   

相談、当事者間の調整活動、条例の

広報・啓発活動等を行う。 
 

３ 補助金の交付 
市が行う次の事業に対し補助金を

交付する。補助率１／２ 
・在宅重度知的障害者及びねたき

り身体障害者福祉手当給付事業費

補助事業 
・重度障害児・者日常生活用具取付

費補助事業 

≪進捗状況≫ 
１ 特別児童扶養手当の認定 
  受給資格者数     ８０４人（１９４人)  カッコ内は所得制限による支給停止者数（内数） 
    市川市      ５８４人（１４０人）            ※令和４年１０月末現在 
    浦安市      ２２０人（ ５４人） 
    
         
 
 

 

 

 

 

 

 

２ 障害者条例活動 

広域専門指導員  １名（嘱託） 
条例活動実績    

新規取扱件数 ３件 

       （内訳 医療１件、商品・サービス１件、その他１件) 

     相談活動延件数２６件 （内訳 条例相談１２件、条例以外の相談１４件） 

 

３ 補助金の交付 

（１）在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業費補助事業 

   補助金交付決定  令和４年５月       市川市 ３，７７５，７２５円 

                         浦安市 ４，５４５，５７５円 

 

（２）重度障害児・者日常生活用具取付費補助事業 

   補助金交付決定  令和４年５月       市川市 １２，２５０円 

                         浦安市 ８５，０４２円 
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事 業 名 地 域 福 祉 事 業 担当課名 地 域 福 祉 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 民生委員・児童委員活動事業 

・任期：３年 
（令和４年１１月３０日まで） 

・民生委員・児童委員に対し、活動

に要する経費にあてるため活動費

を、民生委員協議会に対しては交付

金を支給する。 
・活動費  
１人１２か月 ６０，２００円  

  ・民生委員協議会交付金 
１協議会=５，７５０円×人数分 

  ・委員の推薦・委嘱・解嘱事務 
 
２ 中核地域生活支援センター事業 

中 核 地 域 生 活 支 援 セ ン タ ー   

「がじゅまる」を支援する。 
 
３ 修学旅行支度費の支給 

生活保護法による被保護家庭の児

童生徒が修学旅行に参加するための

費用として支度費を支給する。 
 

≪進捗状況≫ 
１ 民生委員・児童委員活動事業 
（１）現員 
   市川市 ４６０人 
   浦安市 １２７人   
    計  ５８７人   
（２）活動費支給予定額        ３５，２２７，０４０円（令和４年１２月支給予定） 
（３）民生委員協議会交付金予定額     ３，２０２，９０９円（令和４年４月交付） 
       市川市 １８協議会 
       浦安市  ５協議会 
（４）欠員補充推薦進達３人、一斉改選推薦進達５７１人、解嘱者に対し感謝状交付２人、解嘱者進達１人 
  
 
 
２ 中核地域生活支援センター事業 
  中核地域生活支援センター連絡調整会議 
      実施日程 調整中（年度内実施）   
 
３ 修学旅行支度費の支給 
  支給済額    小学生  ４人  １２，０００円 
          中学生 ５３人 ２６５，０００円 
           計  ５７人 ２７７，０００円 
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事 業 名 高 齢 者 ・ 戦 傷 病 者 関 係 事 業 担当課名 地 域 福 祉 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 老人の日記念行事 
  ・満１００歳者に対し総理大臣の 

祝い状及び記念品を贈呈する。 
 
 
２ 老人福祉施設入所者援護給付金 

支給 
  ・老人福祉施設に入所措置されて 

いる者に対し、公的年金等受給者 
との均衡を図るため給付金を支給 
する。 

   １か月４，７００円 
（年３回支給） 

 
３ 戦傷病者等 
  戦傷病者等の援護、福祉増進のた

め次の事業を行う。  
・戦傷病者･戦没者遺族相談員の 
委嘱（任期：２年） 

（令和５年９月３０日まで） 

・戦傷病者手帳の交付 
  ・療養、補装具等の給付 
  ・戦傷病者乗車券引換証の交付  
 
  

≪進捗状況≫ 
１ 老人の日記念行事                 

贈呈者数  市川市 ９８人 
      浦安市 １６人   計１１４人 
 
 

２ 老人福祉施設入所者援護給付金支給 
市川市立養護老人ホーム「いこい荘」 対象者３人 

          支給済額    ５６，４００円（４月～７月分） 
           今後支給予定額     ８９，３００円 
 
 
 
 
 
３ 戦傷病者等 

  相談員     戦傷病者相談員  １人(市川市・浦安市・船橋市・習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・ 

千葉市) 

戦没者遺族相談員  １人(市川市・浦安市) 

手帳所持者数      ２人 （市川市：１人 浦安市：１人） 

  療養券交付       ０件 

引換証交付   甲種  ０枚 （市川市：０枚 浦安市：０枚） 

乙種  ０枚 （市川市：０枚 浦安市：０枚） 
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事 業 名 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 事 業 担当課名 地 域 福 祉 課 

≪事業目的及び内容≫ 
ＤＶ防止法に基づいて、平成１６年 

６月１日から配偶者暴力相談支援セン

ターに指定され、配偶者（婚姻関係と

同様の事情にある者を含む）や生活の

本拠を共にする交際相手からの暴力を

受けた被害者（離婚後も元配偶者から

生命又は身体に危害を受けるおそれの

ある者を含む）からの相談を受け、必

要な情報提供・支援を行う。 
１ 相談業務 
（１）電話相談 
（２）来所相談 
 
２ 裁判所への書面提出 
 
３ 一時保護に関する業務 

（必要に応じて女性サポートセ

ンターに依頼） 
 

４ 証明申請に関する業務 
 
 

５ 安全対策票の交付による警察への 
情報提供 

６ 自立支援の情報提供、関係機関と 
の連携 

≪進捗状況≫ 
１ 相談業務（相談件数） 

総相談件数 来所相談件数 電話相談件数 相談者 
実数 

通報件数 

総数 うちＤＶ 総数 うちＤＶ 総数 うちＤＶ 来所 電話 

 １２９ ２９ １８ ７ １１１ ２２ １８ １１１ １ 

 
 

 

２ 裁判所への書面提出                  ０ 件 

 

３ 一時保護に関する業務                 ０ 件 

 

 

 

４ 証明申請に関する業務                １６ 件 

（１）相談等を行ったことの証明書の発行         １２ 件 
（２）住民基本台帳事務における支援措置申請書        ４ 件 

５ 安全対策票の交付による警察への情報提供        ０ 件 

 

６ 自立支援の情報提供、関係機関との連携 

（１）配偶者暴力相談支援センター連絡会議 

令和４年６月２９日（課長対象） 令和４年９月６日（相談員対象）  

（２）市町村ＤＶ対策担当課長会議 

    令和４年５月２６日 
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事 業 名 結 核 予 防 事 業  担当課名 疾病対策課 

≪事業目的及び内容≫ 
  目的 
  結核の蔓延防止のため、患者管理と二次 
 感染防止を徹底する。 
 
１ 患者管理 
 
 
（１）結核患者への個別支援 
     結核治療に対する正しい知識を普及 

し、治療終了まで支援する。 
 
 
 
 

（２）コホート会議の開催 
     コホート分析による治療評価を行い、 

患者管理の強化を図る。 
 
（３）家族健診の実施 
    患者の家族等に対してＸ線撮影、ツベ 

ルクリン反応検査及びＱＦＴ検査を月３ 
回実施する。 

 
（４）管理検診の実施 
      治療終了者に対しＸ線撮影、喀痰検査 

による経過観察を実施する。 
 
（５）結核専門病院との連携会議の開催 

治療中断リスクの高い患者の早期把握
と個別服薬支援の効果的な推進を図る。 

 
２ 接触者健診（職場･濃厚接触者等）の実施 
    感染の危険性の高い者に対しＸ線撮影、 
ツベルクリン反応及びＱＦＴ検査を実施す 
る。 

≪進捗状況≫ 
 
１ 患者管理状況 
  ・登録者数（令和４年１０月３１日時点）：１８６人 

 無症状病原体保有者数（潜在性結核感染症）：６１人 
    ・新登録患者数（令和４年４月１日～令和４年１０月３１日）：３６人 

無症状病原体保有者数（潜在性結核感染症）（令和４年４月１日～令和４年１０月３１日） 
：２１人 

   
（１）結核患者への個別支援 
      ・新登録患者に対する全数訪問(面接)の実施 
      ・入院患者に対する月１回程度の見舞い訪問による自己離院防止と服薬支援の実施 
      ・在宅療養患者への訪問、面接、電話による服薬確認指導の実施 
        訪問：実 ２６人 延  ５５人 

面接：実 ４７人 延  ６９人 
電話等：６５６件 

（２）コホート会議の開催 
      ・令和５年２月開催予定 
      ・構成員：結核診査協議会委員と所長・保健所職員 

・内 容：令和３年登録患者の治療内容、菌検査情報、治療成績を評価する 

（３）家族健診の実施 
   受診者数（延）：４１人（うち要医療：４人、潜在性結核感染症：２人）   

受診先内訳 保健所：２１人、委託医療機関：１８人、その他：２人                                             
 
（４）管理検診の実施 
   受診者数（延）：４３人（うち要医療 ０人） 
 
（５）医療(看護)連携会議の開催（月１回） 
      ・国際医療福祉大学市川病院と保健所との医療（看護）連携会議 ７回開催 
        （東葛ブロック７保健所との合同会議） 
      ・内容：治療中断･脱落防止のための情報交換や退院後の服薬確認状況を報告･事例検討 
                               
２  接触者健診 

受診者数（延）：８０人（うち、要医療：０人、潜在性結核感染症：３人） 
   受診先内訳 保健所：２９人、委託医療機関：２０人、その他：３１人 
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事 業 名 感 染 症 予 防 事 業  担当課名 疾病対策課 

≪事業目的及び内容≫ 
 目的 
 感染症の発生を予防し、まん延防止を図る。 

１  感染症発生時の防疫対応 

（１）患者調査及び防疫対応の実施 
     症状、受診状況等の健康調査及び行動、 
   接触調査、喫食及び環境調査を実施する。 
 
 
 
 
 
 
（２）感染症発生に伴う健康調査等 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）管外発生感染症患者の同行者・接触者 

調査の実施 
 

２  平常時の対応 
（１）感染症発生動向調査 
 
 
（２）情報発信 
 
（３）感染症予防対策 普及啓発 

 

≪進捗状況≫ 

１  感染症発生時の防疫対応 

（１）感染症発生件数  計：６２件                            
内訳 ３類 腸管出血性大腸菌感染症（１８) 

４類 Ｅ型肝炎（２）、レジオネラ症（４） 
５類（全数） アメーバ赤痢（１）、ウイルス性肝炎(１) 

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（４）、急性脳炎（１）、 
クロイツフェルト・ヤコブ病（１）後天性免疫不全症候群（５）、 
侵襲性肺炎球菌感染症（４）、水痘（入院例）（１）、梅毒（１３）、 
播種性クリプトコックス症（２）バンコマイシン耐性腸球菌感染症（３）、 
薬剤耐性アシネトバクター感染症（２） 

      新型コロナウイルス感染症（６４，４２２） 
                                            
（２）１類～５類感染症及び集団感染事例に伴う健康調査  

３類    １４人 〔腸管出血性大腸菌感染症 １４人〕 
４類      ４人 〔Ｅ型肝炎 ２人 レジオネラ症 ２人〕 
５類     ２人 〔麻しん ２人〕（疑い例に関し調査を実施） 
(集団感染) ５件 〔集団：感染性胃腸炎５件 ９０人〕 

   新型コロナウイルス感染症発生に伴うクラスター対応 １４５件 
    内訳 乳幼児施設４４件、高齢者福祉施設４２件、教育施設４０件、 
       病院９件、障害者福祉施設７件、企業等２件、事業所等１件 
  
（３）管外発生感染症患者関連調査         １件 １人 
 
２ 平常時の対応 
（１）感染症発生動向調査事業 
      ・定点医療機関数：インフルエンザ（１９）、小児科（１２）、眼科（３）、ＳＴＤ（４） 
   ・病原体定点医療機関数：インフルエンザ（２）、小児科（１） 
   ・病原体定点からの検体採取数：０検体 
（２）感染症情報発信（ホームページ掲載/いちうら感染症情報配信） 

・第２･４木曜定期配信（令和４年１０月より再開）＋臨時号（随時） 
（３）普及啓発 
   ・高齢者施設及び乳幼児施設等における感染症対策研修会  開催未定 
   ・千葉県理容生活衛生同業組合（令和４年度衛生消毒講習会） 
    テーマ「新型コロナウイルス感染症について」 令和４年１０月２４日 参加者３６名 
                          令和４年１２月１２日予定 
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事 業 名 エ イ ズ 対 策 事 業  担当課名 疾病対策課 

≪事業目的及び内容≫ 
 目的 
エイズ予防の推進を図る。 

 
１ ＨＩＶ抗体検査の実施 
  
・月２回(第１・３木曜日） 
・夜間抗体検査 月１回（第１木曜日） 

 
２ 来所や電話によるエイズ相談 
 
 
 
３ ＨＩＶ抗体検査と同時に行うＳＴＤ検査 
の実施 

 
 
 
 
４ ＨＩＶ抗体検査と同時に行う肝炎ウイル
ス検査の実施 

 
 
 
 
５ 啓発普及活動 
    講演会の開催や市町村が行う普及啓発 
活動に対する支援 

  ≪進捗状況≫ 
 
 
１ ＨＩＶ抗体検査  延件数  ０件 
   ・内訳 男性 ： ０ 件   女性 ： ０ 件 
       
  ※新型コロナウイルス感染症による感染拡大のため、検査事業は休止中 
 
 
２ エイズ相談の実施 延件数  ７２ 件 
    ・内訳 

男性 ： ６９ 件   女性 ：  ３ 件 
 
３ ＳＴＤ検査の実施   

・梅毒血清検査       件数  ０ 件  （内 陽性者  ０ 人） 
   ・クラミジアＰＣＲ法検査   件数  ０ 件  （内 陽性者  ０ 人） 
 

※新型コロナウイルス感染症による感染拡大のため、検査事業は休止中 
 
４ 肝炎ウイルス検査の実施 

・ＨＣＶ抗体検査      件数  ０ 件 （内 陽性者  ０ 人） 
・ＨＢＶ抗原検査      件数  ０ 件 （内 陽性者  ０ 人） 

 
※新型コロナウイルス感染症による感染拡大のため、検査事業は休止中 

 
５ 啓発普及活動 

・市町村が行う普及啓発活動への支援  啓発物資３２０部を提供 
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事 業 名 原子爆弾被爆者対策事業  担当課名 疾病対策課 

≪事業目的及び内容≫ 

 
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する 

法律」に基づき、手帳の交付及び健康診断を年

２回実施する。 
 

１ 手帳の交付 

  

２ 健康診断  年２回 

≪進捗状況≫ 

 

 

 

 

 

 １ 手帳交付者数 １９２人 

 

 ２ 健康診断    

※新型コロナウイルス感染症による感染拡大のため、保健所における健診事業は中止し、 
委託医療機関での健診受診を勧奨 
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事 業 名 食 品 衛 生 事 業 担当課名 生活衛生課 

≪事業目的及び内容≫ 

 １ 食品営業施設の監視 

     食品営業施設に対する監視指導の充実 

により、事故の未然防止を図るとともに 

食品等の収去検査を実施し不良品の排除 

に努める。 

 

 

 

 ２ 食中毒予防対策 

     食中毒等を未然に防止するため、食品 

営業従事者の衛生知識の向上を図る。 

 

 

３ 自主管理体制の強化 

    食品衛生協会及び食品衛生推進員、 

  同指導員と連携を図り、食品営業者自らに 

  よる自主管理体制の確立を促進する。 

≪進捗状況≫ 

１ 食品営業施設の監視件数（延） 

区  分 施設件数 監視総件数 処分件数 

要許可営業  ６,５２１ １,２６０（１６５） １ 

不要許可営業 ２,４０１ ８７（ ３１） ０ 

合  計  ８,９２２ １,３４７（１９６） １ 

                         （  ）再掲：食品機動監視課の監視件数 

         

        収去検査    検体数  ７５件    違反件数  ０件 

                         

２ 食中毒予防対策 

（１）食品衛生講習会の実施        ９回（受講者 １,５１０人） 

（２）食中毒予防啓発活動の実施   実施無し 

（３）食中毒発生状況               ２件 

 

３ 自主管理体制の強化 

  飲食店営業者の自主管理の推進及び支援、研修会の開催、保健所事業への協力、検便実施の指導等を 

行う。 

（１）食品衛生推進員       １４人 

（２）食品衛生指導員       ６４人   
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事 業 名 動物の愛護管理事業・犬による危害防止事業 担当課名 生活衛生課 

  ≪事業目的及び内容≫ 

１ 動物の適正な管理及び愛護思想の普及・ 

   啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 動物取扱業者のより一層の適正化を図る

ため、事業所に対し立入り検査を行い、動物

の取扱いについて調査・指導を実施する。 

≪進捗状況≫ 

１ 動物の適正な管理及び愛護思想の普及・啓発を図る。 

（１）動物に関する苦情件数（延） 

  

 

 

 
 
 

（２）こう傷届出等の状況    １２件 
 

２ 第一種動物取扱業 

（１）登録数 

事業所数 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 

１６１ ５０ １２１ ５ １７ ７ ０ １ 

（２）立入検査実施件数（延） 

事業所数 販売 保管 貸出し 訓練 展示 競りあっせん 譲受飼養 

５９ ２１ ３３ １ １ ２ ０ １ 
 

 苦 情 相 談 

犬 ６７ ３５ 

猫 ５１ １５９ 

その他 １１ ４３ 
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事 業 名 環 境 衛 生 事 業 （１） 担当課名 生活衛生課 

 ≪事業目的及び内容≫ 

１ 生活衛生関係営業施設の監視指導 

    生活衛生関係営業は、県民の日常生活に 

 密接な業態であることから、これらの施設の

衛生措置基準の遵守、衛生保持の向上等を図

るため監視指導を実施する。 

 

≪進捗状況≫ 

１ 生活衛生関係営業施設の監視指導状況 

 

業     種 立入検査・指導数 

興   行   場 ５１ 
旅       館 ３２ 
公 衆 浴 場 ３６ 
理   容   所 ４ 
美   容   所 １４ 
ク リ ー ニ ン グ 所 ５１ 

計 １８８ 
 

２ 遊泳用プールの検査・指導 

   利用者の高齢化に伴い、衛生管理指導の強

化のため立入検査を実施する。 

 

 

 

２ 遊泳用プールの検査・指導状況 

営業用プール検査件数：３８（２１） 
 

（   ）は通年プール再掲 
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事 業 名 環 境 衛 生 事 業 （２） 担当課名 生活衛生課 

 ≪事業目的及び内容≫ 

３ 特定建築物の立入検査・指導 

    多数の者が使用し又は利用する建築物 

において、環境衛生上良好な状態を保持 

させるため、衛生的な維持管理が適正に 

行われるよう立入検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 ≪進捗状況≫   

３ 特定建築物の立入検査状況 

 

種        別 立入検査・指導数 

興   行   場 ２７ 

学      校   １ 

店      舗   ６ 

事   務   所   ４ 

旅      館 ２６ 

遊   技   場   ２ 

百   貨   店   ０ 

集   会   場   ０ 

計 ６６ 

     

４ 化製場等の立入検査・指導 

   化製場等から発生する悪臭・衛生害虫 

等を未然に防止し、汚物の適正処理につ 

いて指導するため、施設の立入検査を実 

施する。 

 

 

 

 ４ 化製場等の立入検査状況 

動物の飼養又は収容施設数：５０   

  （立入動物別内訳＝牛：２、馬：３、豚：６、めん羊：０、やぎ：２、犬：３４） 
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別添 

 

            生 活 衛 生 関 係 施 設 の 現 況 
 

  

 

施 設 名 

申請又は届出件数 施   設   数 
 

監視 

 

件数 

注意 

等を 

行っ

たも

の 

処 分 件 数 
 

 

備考 前年度 

繰 越 

件 数 

本年度 

受 付 

件 数 

年 度 

当 初 

Ａ 

許 可 

確認等 

Ｂ 

廃 止 

 

Ｃ 

現在数 

 

A+B-C 

告発 
許可 

取消 

閉鎖 

命令 

営業 

停止 

改善 

命令 

興 行 場 0 0 55 0 0 55 51 0 0 0 0 0 0 （ ）内仮設再掲 

旅   館 0 0 74(54) 0 2 72(53) 32(29) 0 0 0 0 0 0 （ ）内旅館ﾎﾃﾙ再掲 

公衆浴場 0 1 54(7) 1 1 54(7) 36(5) 0 0 0 0 0 0 （ ）内一般再掲 

理 容 所 0 6 320 6 6 320 4 0 0 0 0 0 0  

美 容 所 １ 33 792 30 16 806 14 0 0 0 0 0 0  

クリーニング所 0 3(3) 269(183) 3(3) 18(13) 254(174) 51(17) 0 0 0 0 0 0 （ ）内取次所再掲 

畜舎・家きん舎 0 7 47 7 4 50 47 0 0 0 0 0 0 化製場法施設 

遊泳用プール 0 0 49(29) 0 0 49(29) 38(21) 0 0 0 0 0 0 （ ）内通年ﾌﾟｰﾙ再掲 

特定建築物 0 3 189 3 0 192 66 0 0 0 0 0 0  

建築物事業登録 0 14 66 
11 

（含更新７） 

2 

（含満了１） 
68 7 0 0 0 0 0 0 登録事業所 

温   泉 0 2 12 1 1 12 7 0 0 0 0 0 0 利用許可 

浄 化 槽 - 411 0 - - - - - - - - - - 書類審査のみ 

計 １ 480 1,927 62 50 1,932 353 0 0 0 0 0 0  

                                                                (単位 :件) 


